
経営事項審査の会場等の一部変更のお知らせ 
（９月以降実施／熊本・宇城・阿蘇・大臣） 

 H28.8.25 

 『平成２８年熊本地震』による災害に伴い、次のとおり審査会場の

一部を変更して実施しますので、お間違いのないようお願いします。 
 

 なお、建設業法上の特例措置により、直近の経営事項審査が平成２６年９月

１４日から平成２７年２月２７日を審査基準日とするものは、経営事項審査の

有効期間の満了日を一律に平成２８年９月３０日まで延長されています。 

 

管 内 対象決算月 日 程 変 更 前 変 更 後 

熊 本 ５月決算 

法人 

９月２０日（火） 

９月２１日（水） 

県庁本館 

1 階 101 会議室 

熊本県建設会館 

地下 中会議室 

６月決算 

法人 

１０月１９日（水） 

１０月２０日（木） 

１０月２１日（金） 

７月決算 

法人 

１１月８日（火） 

１１月９日（木） 

８月決算 

法人 

１１月２２日（火） 

１１月２４日（木） 

１１月２５日（金） 

９月決算 

法人 

１２月１２日（月） 

１２月２０日（火） 

１２月２１日（水） 

１２月２２日（木） 

９月決算 

法人 

１月１０日（火） 

１月１１日（水） 

宇 城 ４～５月 

決算法人 

９月１４日（水） 宇城建設会館 宇城地域振興局 

3 階 大会議室 
（宇城市松橋町久具 400-1） ６月決算 

法人 

１０月４日（火） 

７～８月 

決算法人 

１１月１７日（木） 

 

９月決算 

法人 

１２月１３日（火） 

 

 

裏面につづく 



 

 

管 内 対象決算月 日 程 変 更 前 変 更 後 

阿 蘇 ５月決算 

法人 

９月７日（水） 阿蘇建設会館 （場所、日程変更なし） 

６月決算 

法人 

１０月１１日（火）  （場所変更なし） 

 

※１０月以降 

午前の開始時間を 

１０時００分から 

とします。 

７月決算 

法人 

１１月１４日（月） 

８～９月 

決算法人 

１２月５日（月） 

大臣 ５月決算 

法人 

９月２６日（月） 県庁本館 

1 階 101 会議室 

県庁本館 

13 階 1302 会議室 

６～７月 

決算法人 

１０月２４日（月） 

 

１０月２５日（火） 

 

 県庁本館 

地下大会議室 

８月決算 

法人 

１１月２８日（月）  県庁本館 

13 階 1302 会議室 

９月決算 

法人 

１２月８日（木） 

予備日 震災による 

未受審者 

９月２０日（火）  県庁本館 

地下 監理課入札室 

受審要件を

満たす者 

３月３日（金） 県庁本館 

1 階 101 会議室 

県庁本館 

13 階 1302 会議室 

※ 上記一覧に記載のない管内については、当初予定どおりの日程・会場で実施

します。 

 

◆ 震災の影響による未受審者（９月２０日予備日分） 

平成２７年１０月決算から平成２８年２月決算までの建設業者のうち、平

成２８年８月末までに経営事項審査を受審できなかった者で、建設業法上の

特例措置の有効期間内（９月３０日まで）に受審を希望する場合は、県土木

部監理課建設業班（TEL：096-333-2485）へ、９月１６日までに受審予約の

連絡をお願いします。 

※同日実施する熊本経審（５月決算法人）とは別の会場となります。 


